
現在使用されている『医療受給者証』の有効期間

が、平成24年９月30日までとなっている方は、更新

手続きが必要です。更新手続きに必要な申請書類等

は、医療機関にありますので、自分の該当する書類

を提出してください。

受 付 期 限 平成24年９月28日

手続き場所 北見保健所（北見市青葉町６番６号）

問い合わせ先 北見保健所健康推進課保健予防係

†0157-24-4173
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後納制度が始まります
◆開催日 １０月７日（日） 雨天決行です　

◆受　付 午前８時30分 ～午前９時 津別小学校グラウンド

◆開会式 午前９時　　

◆スタート 午前10時30分　　

◆種 目

・ハーフコース（21.0975d） 一般男女年代別

・10kmコース 一般男女年代別（中学男女含む）

・５kmコース 一般男女年代別・中学男女・小学4～6年男女

・３kmコース 小学1～3年男女・自由参加（年齢性別は問いません）

※ハーフコース、10kmコース、５kmコースに参加する高校生は、

一般男女年代別に該当します。

※10kmコースに参加する中学生は、一般男女年代別に該当します。

◆参加料　・一 般 1,500円

・中高生 1,000円

・小学生 700円

◆定　員 300名（先着順）

◆締　切　申込書に参加料を添え

て、下記へ８月31日

（金、厳守）でお申し

込みください。また、

津別町ホームページをご覧ください。

●申し込み・問い合わせ先　

中央公民館内　つべつ紅葉マラソン大会事務局　†76－2713

年金ミニ知識
問い合わせ　戸籍・年金担当

†７６－２１５１ 内線 ２２２

▼後納制度とは

これまでは、国民年金保険料を納め忘

れたまま２年を超えると保険料を納める

ことができませんでしたが、本年10月か

ら３年間に限り、過去10年以内の納め忘

れた保険料を納めることができるように

なります。将来の年金額を増やせたり、

年金の受給権につなげることができるよ

うになります。

▼年金記録を確認したい方は

ご自身の年金記録については、ねんき

んネット(http://www.nenkin.go.jp)でご

確認いただけます。

▼後納制度は申し込みが必要です

後納制度は事前に申し込みが必要です

が、審査の結果、後納制度による納付を

ご利用いただけない場合があります。詳

しくは、下記国民年金保険料専用ダイヤ

ルまたは年金事務所へお問い合わせくだ

さい。

○国民年金保険料専用ダイヤル

†0570－011－050

○北見年金事務所

†0157－25－9635

日　時 ８月29日（水）９時30分～12時00分

場　所 町民会館　和室・調理室

持ち物 エプロン、三角巾、手ふきタオル、離乳

食ガイドブック

参加費 無料

申込締切 ８月24日（金）

その他 託児できます

生後４～７か月児の保護者を対象にした離乳食

（初期、中期）の教室を開催します。

教室では、講話（離乳食のポイント、進め方な

ど）、調理実習（初期、中期）、試食などを予定し

ています。気軽にご参加ください。

申し込み・問い合わせ先

保健福祉課健康医療グループ

†76－2151（内線332）
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募集種目

看護学生

自衛官

候補生

８/１(水)
～９/７(金)

8/24(金)･25(土)･26(日)

9/19(水)･20(木)

9/28(水)･29(木)･30(金)

一般曹候補生

応募資格 受付期間

航空学生
高卒(見込含)
21歳未満

試験期日(１次)

防衛医大学校生

防衛大学校生

高等工科学校

生徒

９/22(土)

11/10(土)･11(日)

高卒(見込含)
24歳未満

９/３(月)
～10/１(月)

８/１(水)
～９/７(金)

男子

女子

年間を通じて
行っています

18歳以上
27歳未満

９/３(月)
～10/１(月)

９/３(月)
～10/１(月)

中卒(見込含)
17歳未満

北見地域事務所に
お問い合わせください

10/20(土)

10/27(土)･28(日)

９/17(月)

問い合わせ先　自衛隊北見地域事務所　　†0157－23－6826
募集コールセンター（受付時間12時～20時）
フリーダイヤル　†0120－063792
ナビダイヤル　　†0570－045818（携帯電話）

9/24(月)･25(火)･26(水)

問い合わせ先　総務課庶務グループ

†76－2151（内線209・208）

日　時 ８月24日（金）午後３時30分開演　　

（午後５時終了予定）

場　所 林業研修会館　２階集会室

講　師 岩手県気仙郡住田町長

多田　欣一　氏

対　象　町職員及び一般町民

～今年から受付・ゴールが津別小学校グラウンドに変わります～

平成24年度自衛官等募集案内

18歳以上
27歳未満

高卒(見込含)
21歳未満

第一種事業

■オホーツク総合振興局から送付する納税通知書で、第１期

（８月31日期限）と第２期（11月30日期限）の２回に分けて

納めていただきます。

物品販売業、不動産貸付業、飲食店業など

問い合わせ先 オホーツク総合振興局税務課

【課税に関すること】事業税間税係　†0152ー41－0613

【納税に関すること】納税係　　　　†0152－41－0616

５％

個人事業税は、道内に事務所（事業所）があり、事業を行

っている個人に、その所得を基礎として課税される道税です。

事業の所得から各種控除額を差し引いたものに次の税率を

かけて算出します。

４％

５％

３％

第二種事業

第三種事業

畜産業、水産業など

医業、理・美容業、クリーニング業など

あん摩・はり・きゅう業など

労働問題でお困りの方は
「労働相談ホットライン」をご利用ください

突然の解雇、未払賃金、労働条件に対する疑問など

労働問題でお困りの時は、「労働相談ホットライン」

に電話し、気軽にご相談ください。電話料は無料です。

問い合わせ先 北海道経済部労働局雇用労政課
†011－204－5354

消 防 署 か ら の お 願 い
各防火対象物管理者　様

『北海道電力による計画停電の実施に
伴う防火対策の徹底について』

北海道電力から計画停電の発表がありました。

電気受給のバランスの悪化が予想された場合に

は、やむを得ず計画停電を実施する可能性があ

ります。実施された場合には、電源が必要な消

防用設備等が有効に機能しなくなる等、防火対

策に支障をきたすおそれがあります。

次の事項を参考に防火安全を確保していただ

きますよう、お願いいたします。

１．消防用設備に関すること

（１）消防用設備等が計画停電時に作動しない

場合に備えた対応をして下さい。

（２）自家発電設備の機能の確保をして下さい。

２．119番通報体制の確保に関すること

IP電話やFAX機能付き電話等の一部の電話機

では、停電時に使用不能となるものがあります

ので、停電時使用できない場合には携帯電話又

は公衆電話で通報して下さい。

問い合わせ先 津別消防署 †76－2189

フリーダイヤル　0120－81－6105
※月～金曜日（祝日を除く）正午～午後８時

講演内容

「森林・林業日本一を目指すまちづくり」

～町民の財産であるかけがえのない

水と緑を未来に引き継ぐ～

※入場無料です。事前の予約等は必要ありま　

せん。多くの皆さんのご来場をお待ちして

おります。


